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1. Q＆A 

特定都市河川浸水被害対策法の雨水浸透阻害行為の許可に関するＱ＆Ａを以降に示す。 

 

(１) 事務手続き・申請 

 質問 回答 

1-1. 標準処理期間は定めているか。 

 

※標準処理期間とは、申請が行政庁の事

務所に到達してから処分をするまでに

通常要すべき標準的な目安となる期間。 

 

標準処理期間については、許認可事務が開始された後、実

績の時間を踏まえ、定める考えとしている。 

案件により関係する他法令との調整内容が変わるが、処理

期間の目安として 1 か月程度を想定している。 

※ 内容や混雑具合などによって、実際の処理期間がこれ

を越えることもある。 

1-2. 雨水浸透阻害行為の対策工事とは。 本法における対策工事とは、雨水浸透阻害行為による流出

雨水量の増加を雨水の浸透又は貯留により行為前の流出

量以下に抑制するために設置する施設の工事。 

雨水貯留浸透施設には、オープン調整池、地下貯留施設、

浸透トレンチ、浸透桝等がある。 

※法第 31 条第 1 項第 3 号参照 

1-3. 対策工事等を検討する際の参考文献等

はあるか？ 

一般財団法人国土技術研究センターのウェブサイトで公

開されている「解説・特定都市河川浸水被害対策法施行に

関するガイドライン（R5.1）（一般財団法人国土技術研究

センター）」が参考文献である。 

https://www.jice.or.jp/tech/material/detail/18 

1-4. 他法令（都市計画法等）の開発許可申請

は不要になるか？ 

他法令と特定都市河川浸水被害対策法の双方が該当する

行為においては、それぞれの法令に基づく許可申請が必要

となる。 

1-5. 何を基準に対策工事の規模等を検討す

るのか。 

特定都市河川流域において告示された基準降雨により検

討する。 

基準降雨が生じた場合について、雨水浸透阻害行為後の流

出雨水量の最大値を行為前の値まで抑制する対策工事の

規模等の検討を行うこと。 

1-6. 対策工事を事業区域外で実施してよい

か。 

対策工事（浸透施設や貯留施設の設置）は、雨水浸透阻害

行為を行う土地の区域内又は当該区域に隣接する土地の

区域内において行うことを原則とする。 

【ガイドライン 6-25】 

1-7. 事業区域内ならどこでも対策工事を実

施してもよいか。 

対策工事により、従前の下水道の排水区域、流出先の河川

の集水域等の変更が行われないことを原則とし計画する。 

【ガイドライン 6-26】 

1-8. 雨水貯留浸透施設の維持管理は誰が行

うのか。 

施設の機能の保全を図ることが可能となるよう、施設の所

有者または管理者が適切に維持管理を行うことになる。 

【ガイドライン 6-50】 

1-9. 法第 30 条の許可後に雨水浸透阻害行為

の内容が変更となる場合はどうするか。 

雨水浸透阻害行為の内容が変更となる場合は、軽微な変更

を除き、変更の許可申請（協議）が必要となる。なお、軽

微な変更は、対策工事の着手予定日又は完了予定日の変更

に限られる。【ガイドライン 6-15】 

 

1-10. 雨水浸透阻害行為を行う者と、雨水貯留

施設の管理者が異なる場合、どちらが許

可申請者になるのか。 

法第 30 条の許可は、「雨水浸透阻害行為をしようとする

者」が許可を受けなければならない。雨水浸透阻害行為を

行うもの（開発事業者等）が申請を行うこととなる。 

法第 39 条の許可についても、所有者、管理者を問わず、

対策工事の検査を合格した雨水貯留浸透施設について、そ

の「機能を阻害するおそれのある行為」をしようとする者
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 質問 回答 

が許可を受けなければならない。 

1-11. 法の許可(協議)申請の対象となるか、な

らないかの確認方法について電話だけ

のやりとりで確認してよいか。 

 

行為の内容が電話のみでは判断が難しい場合もあること、

また認識の違いが生じることを避けるため電話のみの確

認は行わない。 

（ただし、明確に特定都市河川流域外であることや、対象

面積が 1,000m2未満である場合はその限りではない） 

マニュアルを参考に判断に必要となる資料を持参のうえ、

フローに沿った手続きをお願いする。 

1-12. 申請者本人でなくても、申請できるか。 代理でも可能である。 

その場合は申請者の同意書や代理権を証明する書類など

が必要となる。 

1-13. 既に着手している工事について、工事の

変更があった場合に、その扱いはどうな

るのか。 

既着手工事については、当時の許可要件によって指導す

る。特定都市河川指定時における既着手行為については、

変更についても許可の対象とならない。 

1-14. 許可の申請先は何を見ればわかるか。 埼玉県のウェブサイトで公開している。 

許可の窓口について(埼玉県 HP)：

https://www.pref.saitama.lg.jp/a1007/kasen/20240329tokuteitos

ikasen.html  

1-15. 対象箇所が特定都市河川流域内である

かどうか確認するための流域図は何を

見ればわかるか。 

 

江戸川河川事務所のウェブサイトで公開している。 

特定都市河川に指定した区間及び流域の範囲 

(江戸川河川事務所 HP)：

https://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogawa01157.html 

1-16. 許可手数料は必要か。 埼玉県河川砂防課に申請するものについては、手数料を徴

収していない。県以外の各自治体に許可申請するものにつ

いては、申請先に問い合わせること。 

1-17. 許可（または協議）済みの案件について、

単に面積が数㎡減少する変更があった

場合でも法第 37 条に基づき変更許可の

申請を行う必要があるのか。 

 

軽微な変更は、工事着手予定日および完了予定日と定めら

れている（施行規則第 24 条）。数㎡の面積縮小であって

も、変更の許可等の対象となる。 

【ガイドライン 6-15】（1-9 参照） 

1-18. 特定都市河川指定時点で既に工事に着

手している場合には許可は必要ないと

のことであるが､何をもって工事着工と

するのか。 

原則、他法令等による許可に係る工事着手届が提出されて

いる場合、その着手日で判断する。工事着手届等の提出が

無い行為は、土地の改変に係る工事に着手しているどうか

で判断する。 

なお、特定都市河川指定時点における既着手行為の考え方

についてはマニュアル 2-6 参照のこと。 

（※中川・綾瀬川特定都市河川流域においては、法第 30

条から法 43 条の規定が適用される令和 7 年 7 月 1 日を

「特定都市河川指定時点」として判断する。） 

1-19. 雨水浸透阻害行為をする土地（1,000m2

以上）が複数の許可権者の行政区域に及

ぶ場合、許可の申請はどのように行えば

よいか。 

 

それぞれの行政区域の土地の面積が、個別では 1,000m2未

満であっても、各面積の合計が 1,000m2以上となるため、

申請は、全ての許可権者による許可を要し、申請書はその

内容を同一とし、それぞれの行政区域の許可権者に提出す

る。 

許可権者は、十分に連携を取り、許可日は同日とする。 

【ガイドライン 6-17】 

1-20. 工事完了検査は誰が行うのか。 身分証明書を携帯した、申請先の自治体の職員が行う。 
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 質問 回答 

1-21. 標識の設置は誰が行うのか。 

 

 

法と県雨水条例の両方の対象となる案件(①)と、法のみが

対象となる案件(②)で以下のような運用と考えている。 

①法と県雨水条例の両方の対象となる案件については、申 

 請者と協議を行い、申請者自らが希望した場合には、法 

 と県雨水条例の両方の記載事項を明示された標識を申 

 請者が作成・設置する運用となる。 

 一方で、申請者が希望しない場合は、申請者が作成する 

 県雨水条例の標識に、許可権者がシール式の法の標識を 

 貼り付ける運用となる。 

②法のみが対象となる案件については、申請者と協議を行 

 い、申請者自らが希望した場合には、法の標識を申請者  

 が作成・設置する運用となる。 

 一方で、申請者が希望しない場合は、許可権者が法の標 

 識を作成・設置する運用となる。 

標識の設置位置や時期等については、申請者と許可権者で

事前に十分な調整を行っておくこと。 

1-22. 検査済の分譲宅地について、一部建物を

建て替え（雨水貯留浸透施設も含む）を

行う場合、どのように手続きを進めるべ

きか。また、阻害行為の面積（1,000 ㎡

以上等）に関係があるのか。 

検査で認められた雨水貯留浸透施設に対する機能を阻害

する恐れのある行為を行う場合は、『雨水貯留浸透施設機

能阻害行為許可申請（協議）書』の許可申請が必要となる。 

なお、宅地分譲では土地所有者が複数に別れるため、阻害

行為の許可申請があった場合、当初の雨水浸透阻害行為の

許可申請者や土地所有者と調整する必要がある。 

また、当初の雨水浸透阻害行為の許可申請や検査に関連し

た内容となるため、阻害行為の面積によるものではない。 

1-23. 許可申請を行う前に事前相談の提出を

求めているが、開発行為の手続きを伴う

ものについて、開発行為に係る書類提出

される前と後ではどちらがよいのか。 

また、開発行為手続きとは切り離して事

前相談を行うべきか。 

事前相談の段階で、開発行為等の他法令における申請の概

要（対象面積、既開発一体性判断 他）を確認した上で対

策量を比較する必要があるため、開発行為の手続きと同時

並行で手続きを行うことが望ましい。 

1-24. 申請者が提出する書類について、申請者

が押印すべき書類はあるか。 

申請者の押印が必要な書類はないが、埼玉県では委任状に

ついては、委任する方の押印をもらっている。 

なお、委任状への押印の要否は、各許可権者で異なるため、

注意すること。 
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(２)法の許可（協議）、届出の対象 

 質問 回答 

2-1. 開発行為の際の開発面積と雨水浸透阻害行為面積

の違いは。 

 

開発面積とは、開発行為をする土地の区域面積で

あり、開発許可が必要となる面積のこと（土地の

区域形質の変更をする区域という広い概念）。一

方、雨水浸透阻害行為面積とは、開発行為等の区

域内で宅地等又はコンクリート等の舗装された土

地以外の土地で、雨水の流出量を増加させるおそ

れのある行為が行われる区域に限定される。 

2-2. 宅地やその他の土地の形態はどのように判断する

のか。 

登記簿に記載された地目、現地写真、航空写真等

により判断する。【ガイドライン 6-10】 

また、マニュアル p3-6 に「土地利用の判別方法」

を掲載しているので、これに基づき判断する。判

断が難しい場合は、事前相談において確認し判別

する。 

2-3. 「宅地及びその他の土地利用形態の判断」に航空

写真（地理院地図又はインターネット上で閲覧で

きるもの）等での判断も可能としているが、最新

データではないことも考えられるため、結局は、

現在の現地写真等で判断することになるのではな

いか。 

最新の航空写真による場合、地理院地図その他の

ウェブサイト上で閲覧可能なものによることとし

て差し支えない、とされている。 

【ガイドライン 6-10】 

2-4. 太陽光発電施設の土地の形態は。 太陽光発電施設は、工作物に含まれるため「宅地」

に該当する。【ガイドライン 6-10】 

2-5. 営農型太陽光発電施設は雨水浸透阻害行為の対象

になるのか。 

一次転用による営農型太陽光発電施設の場合は、

支柱と基礎に該当する部分を雨水浸透阻害行為の

対象とする。 

2-6. 水田を埋めて畑にしたいが､雨水浸透阻害行為の

許可は必要か。 

水田は、畑地と同様に「耕地」として取り扱うた

め、水田から畑への改変は流出係数の変化がない

ことから、雨水浸透阻害行為にはあたらない。 

【ガイドライン 6-11】 

2-7. ため池の埋立は雨水浸透阻害行為か。 ため池は、水路等とともに、満水状態の水面に降

った雨が周辺の土地に流出することとなるため、

宅地等に分類されている。そのため、ため池の埋

立は、雨水浸透阻害行為に該当しない。 

【ガイドライン 6-8、逐条解説 P98】 

2-8. 一つの雨水浸透阻害行為（行為者が異なる）が法

30 条行為面積以下であるが､明らかに隣接した行

為と同一行為と受け止められる場合の区域の判断

はどうなるのか。 

また、一つの開発行為を、２つ以上に分割し、許

可に時間差を設けた行為の場合、これを同一行為

と受け止められる場合の区域の判断はどうなるの

か。 

特定都市河川浸水被害対策法では、行為の一連性

（行為区域としての一体性）に関する判断基準が

示されていないため、都市計画法の開発許可にお

ける取扱い等も踏まえながら、社会通念に照らし

合わせ、客観的に判断する。 

2-9. 河川の堤防等築造工事はどういう扱いになるの

か。 
法第 30 条にも記載されているが、河川改修など流

域水害対策計画に基づいて行われる行為の場合

は、雨水浸透阻害行為の対象外となる。 

【逐条解説 P93】 

2-10. 1,000m2 以上の雨水浸透阻害行為は、許可が必要

であるが、道路などの公共工事も対象か。 

公的主体が行う行為や公益性のある事業に伴う行

為であっても対象行為となる。法第 35 条（許可の

特例）において、国又は地方公共団体が行う行為

の場合は、法第 30 条の許可を行う都道府県知事等

との協議の成立をもって、許可を受けたものとみ

なすとされている。 
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 質問 回答 

2-11. 特定都市河川指定(施行)時点で、他法令等により

雨水流出抑制施設が設置されている区域におい

て、雨水浸透阻害行為を行う場合、申請は必要か。 

法の許可の対象外である。 

但し、敷地の拡張等において新たに 1,000m2 以上

の雨水浸透阻害行為を行う場合は、許可申請が必

要である。 

また、他法令等による対応が必要となる場合があ

るため他法令等の許可権者に確認をすること。 

 

2-12. 開発区域は 1,000m2 以上であるが、従前宅地と畑

が混在していて、従前宅地を控除すると 1,000m2

以下になる。雨水浸透阻害行為の許可は必要か。 

必要ない。宅地等から宅地等、舗装された土地か

ら宅地等、既存宅地扱いとされる土地の部分で行

われる行為は雨水浸透阻害行為に該当しない。 

耕地から宅地等など既存宅地以外の土地を宅地等

に改変する面積(流出係数が増加する面積)の合計

が 1,000m2以上かどうかで判断する。 

2-13. 既に着手している行為も許可が必要となるか。 既着手行為（法第 30 条から第 43 条までの規定の

適用日時点で以下の状態にある行為）は許可を要

しない。（なお、中川・綾瀬川流域の適用日は、令

和 7 年 7 月 1 日である。） 

既着手行為とは、 

・既に工事に着手している行為 

・都市計画法第 29条に規定する開発行為の許可を

要する行為で、既に当該許可を受けているもの 

・事業採択されている等、既に事業化されている

行為 

・都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開

発事業として行う行為で、既に当該事業の施工に

係る許可を受けているもの 

・その他、農地法や県雨水条例等、他法令の許可

を受けているものなど、許可権者が既着手行為と

して認めるもの 

2-14. 1,000m2 以上のエリアを複数年（1,000m2 未満）

に分割して工事する場合は対象外となるか。（許可

の申請単位） 

特定都市河川浸水被害対策法では、行為の一連性

（行為区域としての一体性）に関する判断基準が

示されていないため、都市計画法の開発許可にお

ける取扱い等も踏まえながら、社会通念に照らし

合わせ、客観的に判断する。 

2-15. 流出係数に関する告示の別表 3 の「運動場その他

これに類する施設」とあるが、「これに類する施設」

とは具体的に何を想定しているか。 

「その他これに類する施設」とは、野球場、陸上競

技場、サッカー場等を想定している。 

【逐条解説 P94】 

2-16. 「締め固められた土地」とそうでない土地の区別

は、何をもって判断すればよいか。 

建築物が建築できる程度又は通常車両等が容易に

走行できる程度にその土地が締め固められている

か等、土地利用の状況を踏まえて、判断を行う。 

【ガイドライン 6-9】 

2-17. 一般的な宅地開発では、「土地の造成」と「住宅の

建設」で行為者が異なるケースが多い。耕地を宅

地造成し、造成された更地として一且工事を終了

する場合、対策量の考え方はどのようになるか。 

宅地の定義として、ガイドラインの P6-9 の中で

「近い将来に宅地として利用するため、造成され

ている土地。」と示していることから、このような

ケースでは、造成地の流出係数は「土地の造成」に

係る「締め固められた土地」の 0.5 ではなく、「住

宅の建築」に係る「宅地」の 0.9 として、対策量を

算出する必要がある。 

【ガイドライン 6-9】 

なお、土地の造成が完了した時点で必要な対策量

が満たせない場合は、素掘りの仮池等を設置して

必要対策量を満たした後、住宅建築時に阻害申請

を提出して地下貯留施設等を設置する。 
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 質問 回答 

2-18. 区画整理事業の区域内において、整備された調整

池があり、新たに雨水浸透阻害行為が生じた場合、

特定都市河川浸水被害対策法第 30 条の許可対象

になるか。 

既に整備されている調整池の容量が、新たに生じ

た雨水浸透阻害行為の対策量を満たしており、行

為区域からの雨水が当該既存調整池に流入する場

合は、特定都市河川法第 30 条の許可対象にはなら

ない。 

一方で、既に整備されている調整池の容量が、新

たに生じた雨水浸透阻害行為の対策量を満たして

いない場合は、特定都市河川法第 30 条の許可申請

を行い、不足分の対策施設を整備する必要がある。

【ガイドライン 6-43】 

2-19. 特定都市河川流域と非特定都市河川流域をまたぐ

開発は、許可の要否をどのように判断するか。 

特定都市河川流域内の雨水浸透阻害行為面積が

1,000㎡以上かで許可の要否を判断する。 

2-20. 特定都市河川指定前に農地転用の許可を受けてい

れば、雨水浸透阻害行為の許可は不要か。 

既着手行為に該当すれば許可は不要である。 

既着手行為の考え方は以下のとおり 

〇既着手行為（法第 30 条から第 43 条までの規定

の適用日時点で以下の状態にある行為）は許可を

要しない。（なお、中川・綾瀬川流域の適用日は、

令和 7 年 7 月 1 日である。） 

・既に工事に着手している行為 

・都市計画法第 29条に規定する開発行為の許可を

要する行為で、既に当該許可を受けているもの 

・事業採択されている等、既に事業化されている

行為 

・都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開

発事業として行う行為で、既に当該事業の施工に

係る許可を受けているもの 

・その他、農地法や県雨水条例等、他法令の許可

を受けているものなど、許可権者が既着手行為と

して認めるもの 

【ガイドライン 6-13 を一部改変して作成】 

2-21. 行為区域に近接又は隣接して、宅地開発等に係る

条例等に基づき設置された既存の防災調整池又は

他の対策工事により設置された雨水貯留浸透施設

（いずれも自らが設置管理するものに限る。）が存

在する場合、対策量は軽減されるか。 

行為区域からの雨水が当該既存施設に流入する場

合は、流出雨水量を当該既存施設に経由した地点

で算定することが可能であるため、対策工事の必

要容量を計算する際に当該既存施設で雨水流出量

を減少させて算定することができる。 

【ガイドライン 6-33、6-34、6-42】 

2-22. 農地法上は農地に復元される事が確実である場合

などの際は最長３年の期間、一時的に資材置き場

等で利用する事も可能となる。３年間一時利用す

る場合でも雨水貯留浸透施設の設置は必要か。 

仮設の建築物の建築その他の土地を一時的な利用

に供する目的で行う行為の考え方について、ガイ

ドライン（P6-21,22）では、当該利用に供された後

に当該行為前の土地利用に戻されることが確実な

場合は、雨水貯留浸透施設の設置が不要となって

いる。 

なお、許可を要しないものの、その期間が１年を

超え長期間に及ぶ場合は、法第５条に規定する雨

水の一時的な貯留又は地下への浸透の努力義務に

基づき、事業者により、当該期間に限った仮設の

流出抑制対策が行われることが望ましいとしてい

る。 

2-23. 国土利用計画法の届出は既着手行為として認めら

れるか。 

既着手行為にあたる他法令等の許可や申請につい

ては、『主たる目的が当該区域の雨水浸透阻害行為

となっている事業に対する許認可』と考えている

ため、国土利用計画法の届出は既着手行為として

認められない。 
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 質問 回答 

2-24. 土地面積は 1,200m2 あるが、そのうち 997m2 を

フェンスで囲い太陽光発電施設を設置しようと考

えている。この場合、法の対象外となるか。 

＜前提条件＞ 

・土地の分筆は行わない。単にフェンスで仕切る

のみ。 

・フェンスの外側は特段なにもしない。（土地の形

質変更は行わない。） 

・一部農地転用となるが、農地転用だけで 1000m2

は超えない。 

事業区域をフェンスで囲むことにより明確にし

て、フェンス外で土地の形質変更を行わないので

あれば、フェンス内を敷地面積としてみなす。 

なお、太陽光発電施設については、各自治体の条

例・要綱等により定めがある場合は、基本的に、申

請・届出書等に記載された敷地面積等により判断

することとなる。 
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（３）計画行為の対象面積、対策方法の考え方 

 質問 回答 

3-1. 宅地やその他の土地の形態はどのように判断するの

か。 

登記簿に記載された地目、現地写真、航空写真

等により判断することとし、必要に応じて申請

者の課税の状況や農業委員会の意見を聴取し、

総合的に判断する。 

現況の写真のほか、特定都市河川指定時点の写

真なども踏まえ判断することもある。 

【ガイドライン 6-10】 

3-2. 昔、建物が建っていたが､現在は更地となっている。

土地利用の判断は宅地でよいか。 

既存宅地である確認が必要となる。過去におい

て建物の用に供していた写真、課税証明書、登

記簿（全部事項証明書）、図面等で判断する。 

3-3. 宅地は、建物部分のみか。 

 

宅地は、建物と付随する庭園、駐車場を一括し

て宅地と判断する。原則庭園、駐車場に別の流

出係数を適用することはできない。 

但し、公園内の図書館、運動場の観覧席、ゴル

フ場のクラブハウス等、土地利用における建物

等の敷地とそれ以外の敷地の割合が一般的な

宅地と大きく異なる土地については、建物等の

敷地の範囲を特定の上、「宅地」の流出係数を適

用する。【ガイドライン 6-31】 

3-4. 現況地目、登記簿地目が異なる場合があるがどちら

を優先するのか。 

現況地目および過去のその土地における利用

状況などの実態の土地利用を踏まえ判断す

る。 

3-5. 道路の路肩部分の草地（草地は道路用地内）を水路に

する場合の対象面積の考え方は。 

路肩部分が道路敷地であれば、草地である場合

においても「道路」に該当し、「宅地扱い」とな

るため、宅地における行為となり雨水浸透阻害

行為に該当しない。 

3-6. 工場等、宅地面積の広いものが敷地拡張して増築す

る場合は、基本的に拡張する敷地内での雨水流出抑

制対策を行うという判断だが､既設の雨水流出抑制

施設に対策余裕分があれば、その分をカウントして

新設する対策量を計算することは可能か。 

既存雨水流出抑制施設への適切な流入、貯留、

排水が行われていれば問題ない。 

3-7. 対策工事として整備する調整池について、整備箇所

の流出係数はどのような扱いになるのか。 

以下の手順で算定を行う。 

① 対策工事をしない場合の土地利用面積を

用いて必要対策量を算定 

② 必要対策量の算定後、事業用地内で対策工

事を実施（対策工事用地の定義は①のままと

し、再計算不要） 

③ 対策工事を当初予定する事業用地の外で

行う場合は、①に戻り、対策工事用地の面積を

事業用地に含めて再計算する。 

⇒ 対策工事面積分の流出係数の定義は不要 

3-8. 浸透性舗装は雨水浸透阻害行為に該当するか。 宅地等以外の土地に浸透性舗装をする場合は、

雨水浸透阻害行為に該当します。 

その後の対策工事の設計において、浸透性舗装

の浸透能力を浸透対策施設として見込むこと

ができる。 

3-9. 浸透施設設計における影響係数（0.9）とは何を指し

ているのか。 

浸透施設の設計については、地下水位と目づま

りによる影響を考慮している。 

3-10. 土地登記簿は 1,000m2 以上あるが、土地の実測は

997m2 となった場合、法の対象となるのか。 

前提として、宅地分譲後の登記合計面積は 997m2 と

なり、当該土地すべてが雨水浸透阻害行為面積とな

る。 

 

元々の登記簿の 1000m2 が誤りであり、開発の

際に正しい面積である 997m2 で申請する場合

であれば、雨水浸透阻害行為の許可は必要ない

と考えるが、基本的には関係他法令での申請面

積により判断する。 
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3-11. 以下の場合の雨水浸透阻害行為の取り扱いはどのよ

うにすればよいか。 

（例）開発面積 1,200 ㎡ 従前地目：田 この敷地で

「資材置き場」を整備。この行為は当然、阻害行為と

なるため、対策を法 30 条で実施。工事が完了。検査・

標識の設置が完了。しばらくの後（半年後、1 年後な

ど）、この同じ土地の一部で開発面積 400 ㎡の「専用

住宅」を建築する場合、法の手続きはどう取り扱えば

よいか。 

法 39 条の変更手続きは必要か。 

単純に対策量を面積比で考えるのか。 

事前に宅地までの開発が分かっている場合で

あれば、一連行為とみなされるため、「1200m2

の田んぼ」から、最終的な土地の利用「800m2

の資材置き場＋400m2 の宅地」として、法 30

条許可の必要対策量を求めることになる。 

一方、事前に宅地までの開発を把握していない

場合は、「1200m2 の田んぼ」→「1200m2 資材

置き場」の法 30 条許可の必要対策量を満たし

た雨水貯留浸透施設を設置する。 

 その後、法 39 条の許可では 400m2 を対象と

するのではなく、「1200m2 の田んぼ」→「800m2

の資材置き場＋400m2 の宅地」の必要対策量を

算定し、不足分を追加で設置することとなる。 

 

○今回の事例の対策量（仮設定） 

・「1200m2 の田んぼ」から「1200m2 の資材置

き場」にする場合の必要対策量： 23m3

（2/3⇒15m3、1/3⇒8m3） 

・「1200m2 の田んぼ」から「800m2 の資材置き

場＋400m2 の宅地」にする場合の必要対策量：

37m3 

・不足分：37m3-23m3=14m3 

 

資材置き場の範囲と宅地の範囲が一体の集水

区域であれば、既に設置されている 23m3 分の

貯留浸透施設とは別に、不足分（14m3）の貯留

浸透施設をどこに設置しても問題ない。（もし

くは既存の 23m3 分の貯留浸透施設を改築し、

37m3 分の貯留浸透施設とする方法でも問題な

い。） 

一方で、宅地と資材置き場の集水区域(排水系

統)が分断されているようであれば、資材置き場

の集水エリアには当初の対策量 2/3（15m3）の

貯留浸透施設を設置し、宅地の集水エリアには

当初の対策量 1/3（8m3）+不足分（14m3）の

計 22m3 分の貯留浸透施設を設置することとな

る。 

 いずれの場合においても、当初設置した貯留

浸透施設を改変する必要がある場合は、39 条の

変更が必要になる。 

3-13. 水路や道路などで、分断された区域（各区域を①、②

とする）で雨水浸透阻害行為（同一事業者）があった

場合の面積の考え方について、以下のどちらのパタ

ーンになるのか。 

パターンＡ：雨水浸透阻害行為の面積を 3,500m2 と

して手続きを進める。 

パターンＢ：①500m2 と②3,000m2 のパターンを

別々の行為として考え、1,000m2 以上の②3,000m2

のみ雨水浸透阻害行為の手続きを進める。 

補足：今回の場合は、市の条例で分譲住宅の場合は一

行為の一連性については、『特定都市河川浸水

被害対策法に基づく雨水浸透阻害行為の許可

事務審査マニュアル』の 3-3 に「都市計画法の

開発許可制度における取扱い等も踏まえ、～客

観的に判断する。」と記載している。 

 今回の事例では、①，②の行為を開発許可権

者が別の開発行為として判断しているため、回

答パターン B のとおり、②の行為のみ雨水浸透

阻害行為として、許可申請を求めることとな

る。 
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体的な利用ではないため、水路等で切り離されたも

のは別の開発行為として判断している。（道路の接道

を満たしていなく、水路占用により通路を作る場合

は同一の開発行為となる。） 

3-15. 太陽光発電施設を目的とした場合、雨水浸透阻害行

為の対象面積について、敷地全体面積 or パネル部分

の面積どちらになるのか。 

＊計画地において、転圧はないものとする。 

敷地面積が対象面積となる。 

3-16. 法３０条の対策量の算定で、マンションや公共施設

等開発後に緑地になる部分の面積は、課税地目に関

係なく「林地、耕地･･････建設機械を用いていない土

地」として扱ってよいのか、或いは宅地扱いとなるの

か。 

宅地は住宅や公共施設等の屋根面積の他に庭

等（緑地など）も含めた一団をもって宅地と判

断することになる。 

【マニュアル 3-6】 

3-17. 砕石による駐車場、資材置き場などを行う場合、砕石

部を t=500 程度にした際にその部分は⑤大型貯留浸

透層としてみなすことが出来るのか、または砕石部

を転圧していることから見ることが出来ないのか。 

「透水性舗装」として、浸透施設で見込むこと

は可能である。 

なお、個別の案件により、施設の構造に差異が

あるため、雨水貯留浸透技術協会に問合せて判

断することとなる。 

3-18. 耕地から未舗装の駐車場整備等の雨水浸透阻害行為

において、対策工事を全浸透の貯留浸透施設（水路等

への排水なし）とする場合、浸透能力マップ等で当該

地の飽和透水係数の設定がないため、浸透効果量を

見込まずに全浸透の貯留浸透施設とすることは可能

か。 

または、浸透施設が機能することを確認するため、事

業者に透水試験を行っていただき浸透効果量を見込

んだ浸透施設とするべきか。 

併せて、どちらの場合においても、オーバーフロー分

を区域外へ安全に放流できる構造（水路等への接続）

が必須となるか。 

浸透施設の効果量を見込まない場合、貯留施設

として必要な貯留量を確保し、許容放流量以下

で水路へ排水する必要がある。 

なお、浸透施設が機能することを確認するた

め、事業者が現地で透水試験を実施し、浸透効

果量を見込めた場合には、浸透施設として設置

することは可能となる。 

また、オーバーフロー管の設置については、超

過降雨時に施設周辺の浸水被害拡大を抑制す

るため、申請者に設置をお願いしているが、許

可する上での必須条件ではない。 

3-19. 【中川・綾瀬川流域（埼玉県版）】調整池容量計算シ

ステムの『比浸透量』シートにある、透水性舗装の設

計水頭の入力について、貯留深さの平均値でよいか。 

①一定面積ごとに路盤が水平の場合 

⇒設計水深が一定の区域ごとに比浸透量を算

定すること。施設諸元（浸透）シートでは、透

水性舗装の欄に、設計水深 H1 の比浸透量・面

積を透水性舗装入力欄の１行目に、設計水深

H2 の比浸透量・面積を２行目に・・・と記載す

る。 

 

②路盤に勾配がある場合 

⇒平均値で算定する。 

3-20. 計画地について、実測を行ったところ土地の登記簿

面積と差異があった。 

農転が必要なことから農業委員会に相談したとこ

ろ、農転の申請は登記簿面積で申請してほしいとの

ことだった。 

この場合、法で取り扱う面積は登記簿面積ベースと

なるのか、実測面積ベースとなるのか（あるいは面積

の大小で判断するのか）。 

法で取り扱う面積については、実測面積ベース

となる。 

3-21. 太陽光発電施設を計画しているが、防草対策として

底面に防草シートを張ろうと考えている。 

流出係数は 0.9 でよいか。 

太陽光発電の用に供する行為区域の土地利用

形態は、底面の利用や対策状況に関係なく、す

べて「宅地(0.9)」となる。 

3-22. 土地利用形態の判別方法における「宅地」の考え方に

ついて、「宅地は住宅の屋根面積の他に庭等も含めた

一団をもって宅地と判断する。」と記載されている。 

例えば、1,300 ㎡の店舗の計画において、建物 380 ㎡、

駐車場 800 ㎡、緑地 120 ㎡である場合でも、宅地の

面積は 1,300 ㎡と考えてよいのか。あるいは、宅地

ガイドライン（ver1.1）P6-32 の「②流出係数の

適用(ⅰ)宅地」では、『宅地のうち、公園内の図

書館、運動場の観覧席、ゴルフ場のクラブハウ

ス等、土地利用における建築物の敷地とそれ以

外の敷地の割合が一般的な宅地と大きく異な

る土地については、建築物の敷地の範囲を特定
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500 ㎡、舗装された土地 800 ㎡となるのか。 の上、「宅地」の流出係数を適用する。』として

いる。 

なお、ガイドライン P6-38 に記載のある、「宅

地」の流出係数 0.9 を設定した際のモデルケー

スでは、法定建ぺい率の最低値は 30%となって

いる。 

3-23. 2 筆の農地（A 農地 300 ㎡・Ｂ農地 3,000 ㎡）を駐車

場とする計画があるが、ＡとＢの間は数メートル離

れており連続していない。 

しかし、事業者が同一であることから開発担当は一

体の開発と判断しており、対策量はＡとＢの合計面

積で算定することとしている。 

このような場合はＢ農地側に必要対策量を全て背負

わせて施設整備してもらい、Ａ農地は対策不要とし

てよいか。 

A 農地側の面積分の集水を、B 農地側に送水し

B 農地側で貯留する構造でないのであれば、B

農地側に必要対策量を全て背負わせて施設整

備した場合、A 農地側から流出する雨水が一次

放流先に直接放流されてしまうため、原則、A

農地と B 農地それぞれで対策を実施する。 

 ただし、やむを得ない事情などにより、A 農

地側で対策不能な場合には、一次放流先の管理

者と協議の上、対策内容を定める。 
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 ２. 様式集 

特定都市河川浸水被害対策法の雨水浸透阻害行為の許可に係る様式を次ページ以降に示す。 
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①事前相談時 

 ・雨水浸透阻害行為事前相談書 

 ・事前相談結果通知書（許可が必要な場合） 

 ・事前相談結果通知書（許可が不要な場合） 

 

②許可申請時 

 ・（別記様式第二）雨水浸透阻害行為許可申請（協議）書 

 ・（様式－１）計画説明書 

 ・雨水浸透阻害行為許可書 

 ・雨水浸透阻害行為回答書 

 ・雨水浸透阻害行為不許可通知書 

 ・雨水浸透阻害行為不許可回答書 

 

③許可申請後 

 ・（様式第５号）雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出書 

 ・（様式第３号）雨水浸透阻害行為変更許可申請（協議）書 

 ・（様式第４号）雨水浸透阻害行為変更届出書 

 ・（別記様式第三）雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書 

 ・（別記様式第四）雨水浸透阻害行為に関する工事廃止届出書 

 ・（様式第６号）雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証 

 ・（別記様式第六）雨水貯留浸透施設機能阻害行為許可申請（協議）書 
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雨水浸透阻害行為事前相談書 
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事前相談結果通知書（許可が必要な場合） 
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事前相談結果通知書（許可が不要な場合） 
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（別記様式第二）雨水浸透阻害行為許可申請（協議）書 
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（様式－１）計画説明書 
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雨水浸透阻害行為許可書 
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雨水浸透阻害行為回答書 
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雨水浸透阻害行為不許可通知書 
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雨水浸透阻害行為不許可回答書 
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（様式第５号）雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出書 
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（様式第３号）雨水浸透阻害行為変更許可申請（協議）書 
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（様式第４号）雨水浸透阻害行為変更届出書 
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（別記様式第三）雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書 
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（別記様式第四）雨水浸透阻害行為に関する工事廃止届出書 
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（様式第６号）雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証 
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（別記様式第六）雨水貯留浸透施設機能阻害行為許可申請（協議）書 
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３. 他法令等による規制・許可申請（埼玉県での例） 

特定都市河川浸水被害対策法における雨水浸透阻害行為に関連する他法令等による規制と

許可申請手続きの概要を取りまとめた。 
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特定都市河川浸水被害対策法と他法令等の規制・許可申請について（埼玉県版） 

法 令 対象行為 対象規模 
許可権者 

（申請窓口） 
参考図書 

埼玉県雨水流出

抑制施設の設置

等に関する条例 

計画区域の面積が 1ha 以

上の開発行為や湛水想定区

域内での盛土行為等 

1ha 以上の開発行為、都市公園

の設置、道路に接する自動車駐

車場（パーキングエリア、道の

駅など）の設置、湛水想定区域

内での盛土行為 

県知事 

（県土整備部 

河川砂防課） 

埼玉県雨水流出抑制

施設の設置等に関す

る条例申請・届出の

手引き 

特定都市河川浸

水被害対策法 

宅地等以外の土地で行う雨

水浸透阻害行為（土地から

の流出雨水量を増加させる

おそれのある行為） 

雨水浸透阻害面積 1,000 ㎡以上 

県知事等※1 

（県土整備部河

川砂防課） 

解説・特定都市河川

浸水被害対策法施行

に関するガイドライ

ン（令和 5 年 1 月

版） 

都市計画法 

開発行為 

主として建築物の建築又は

特定工作物の建設の用に供

する目的で行なう土地の区

画形質の変更 

【許可不要となる開発行為の区

域及び規模】 

・市街化区域：1,000 ㎡未満

（政令第 19 条第１項） 

・市街化区域（既成市街地、近

郊整備地帯）：500 ㎡未満（政令

第 19 条第２項） 

・非線引き都市計画区域：3,000 

㎡未満（政令第 19 条第１項） 

・準都市計画区域：3,000 ㎡未

満（政令第 19 条第１項） 

・都市計画区域でも準都市計画

区域でもない区域：1ha 未満

（政令第 22 条の２） 

県知事等※2 

（川越建築安全

センター東松山

駐在） 

都市計画法に基づく

開発許可制度の解説

（令和 6 年 10 月

版） 

宅地造成及び特

定盛土等規制法

（通称：盛土規

制法） 

規制区域内において行われ

る盛土その他の土地の形質

の変更、一時的な土石の堆

積 

※公共施設用地において行

われるものなど適用除外と

なるものは除く 

＜土地の形質の変更＞ 

①盛土で高さが１ｍ超の崖を生

ずるもの 

②切土で高さが２ｍ超の崖を生

ずるもの 

③盛土と切土を同時に行い、高さ

が２ｍ超の崖を生ずるもの 

④盛土で高さが２ｍ超となるも

の 

⑤盛土又は切土をする土地の面

積が５００㎡超となるもの 

＜一時的な土石の堆積＞ 

⑥最大時に堆積する高さが２ｍ

超かつ面積が３００㎡超となる

もの 

⑦最大時に堆積する面積が５０

０㎡超となるもの 

県知事等※3 

（環境管理事務

所※4） 

【仮称】盛土規制法

に基づく許可申請等

の解説（埼玉県）、

盛土等防災マニュア

ル（国） 

 

農地法 

田や畑といった農地を農地

以外にする、又は、農地を

農地以外にするために、又

は採草放牧地を採草放牧地

以外のもの（農地を除く）

にするために権利の移動・

権利の設定を行う行為 

－ 

・4ha 以上 

埼玉県知事及び

指定市町村（市

町村農業委員

会） 

・4ha 以下 

埼玉県知事、権

限移譲市町村及

び指定市町村

（市町村農業委

員会） 

農地転用許可制度に

ついて（埼玉県） 
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砂防法等 

砂防指定地（埼玉県砂防指

定地管理条例）、地すべり

防止区域（地すべり等防止

法）、急傾斜地崩壊危険区

域（急傾斜地の崩壊による

災害の防止に関する法律）

における盛土、切り土等の

土地の形状変更や工作物の

新築、改築等の行為など 

－ 

県知事 

（県土整備事務

所長） 

砂防法等に基づく許

可申請（埼玉県ウェ

ブサイト） 

森林法 

地域森林計画の対象となる

民有林における土地の形質

の変更を伴う以下の行為 

・道路の新設又は改築： 

面積１ha かつ幅員３m 

・太陽光発電設備の設置： 

面積 0.5ha  

・その他の開発行為： 

面積１ha 

県知事等※5 

（農林振興セン

ター、林業事務

所） 

埼玉県林地開発許可

事務取扱要領（最終

改正）令和 4 年 3

月 18 日（令和 4 年

5 月 1 日施行） 

※1 地方自治法に定める政令市・中核市・施行時特例市は、特定都市河川浸水被害対策法第30条に基づき、雨

水浸透阻害行為許可の権限を有している。また、「埼玉県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条

例」に基づき、雨水浸透阻害行為許可の権限を一部の市町に移譲している。 

※2 地方自治法に定める政令市・中核市・施行時特例市は、都市計画法第29条第1項に基づき、開発許可の権限

を有している（8市）。また、「埼玉県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例」に基づき、開発

許可の権限を一部の市町に移譲している（32市11町）。（令和5年12月現在） 

※3 地方自治法に定める政令市・中核市は、盛土規制法第12条第1項及び第30条第1項等に基づき、同法に基づ

く工事の許可等の権限を有している。なお、同法第15条第2項及び第34条第2項の規定に基づき、同法の規

制区域指定後に都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けた時は、当該工事については盛土規制法に

基づく工事の許可を受けたものとみなす規定があるため、当該工事の許可は都市計画法の開発許可の権限

を有する開発許可権者が行う。 

※4 盛土規制法の許可審査等は本庁の都市整備部都市計画課で行うが、申請受付や現場対応等は地域機関の環

境管理事務所で行う。 

※5 平成21年4月1日から春日部市・上尾市・北本市、平成23年4月1日から久喜市・蓮田市、平成25年4月1日か

ら鶴ヶ島市、平成26年4月1日から坂戸市に、林地開発許可の権限が知事から各市長に移譲されている。（令

和5年12月現在） 
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【埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例】 

 

●許可の対象行為 

・計画区域の面積が1ha以上の下記の行為 

ア.開発行為※1 

イ.都市公園の設置に係る行為 

ウ.道路管理者による、道路に接する自動車駐車場（パーキングエリア、道の駅など）

の設置に係る行為 

※1 都市計画法第29条ただし書きの、開発行為の許可を要しない開発行為（駅舎その

他の鉄道施設図書館、公民館等の建築を目的とした開発行為など）も含む 

 

●届け出（工事着手の30日前まで）の対象行為 

・計画区域の面積が1ha以上の下記に該当する湛水想定区域内※2での盛土行為 

ア.開発行為 

イ.都市公園の設置に係る行為 

ウ.道路管理者による、道路に接する自動車駐車場（パーキングエリア、道の駅な

ど）の設置に係る行為 

エ.高規格堤防特別区域として指定する部分の設置に係る行為 

※2 埼玉県河川砂防課ウェブサイト参照 

 

●手続の流れ 
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【都市計画法】 

●許可の対象行為 

建築物、特定工作物の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」する行為 

 

規制対象規模（令第 19条、第 22条の２） 

区 域 許可が必要な規模 

市街化区域 1,000 ㎡以上（政令第19 条第１項） 

市街化区域（既成市街地、近郊整備地帯） 500 ㎡以上（政令第19 条第２項） 

非線引き都市計画区域 3,000 ㎡以上（政令第19 条第１項） 

準都市計画区域 3,000 ㎡以上（政令第19 条第１項） 

都市計画区域で準都市計画区域でもない区域 １ha 以上（政令第22 条の２） 

※規制対象外行為 

(1)農林漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物
の建築の用に供する目的で行う開発行為 

(2)公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 

（ただし、学校、社会福祉施設、病院・診療所、庁舎及び宿舎等を除く） 

(3)土地区画整理事業等の施行として行う開発行為等 

 

●手続きの流れ（埼玉県での例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請手続きの流れ 

【出典：都市計画法に基づく開発許可制度の解説（令和６年１０月版）】 
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【宅地造成及び特定盛土等規制法（通称：盛土規制法）】 

 

●許可の対象行為 

「宅地造成等工事規制区域」又は「特定盛土等規制区域」内において行われる以下の行為 

※「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」の許可対象規模は同じです 

（宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例を制定し許可対象規模を強化しています） 

 

＜土地の形質の変更（切土・盛土）＞ 

例えば ●宅地を造成するための盛土・切土 ●太陽光発電施設の設置のための盛土・切土 等 

※「崖」とは、地表面が水平面に対し３０度を超える角度をなす土地で、硬岩盤（風化の著しいものは除く）以外のものをいいます 

＜一時的な土石の堆積＞ 

例えば ●土石のストックヤードにおける仮置き 等 

＜適用除外＞ 

道路、公園、河川等の公共施設用地内で行われる盛土等については、盛土規制法は適用されません。 

また、例えば、以下のような場合は盛土規制法に基づく許可手続きが不要となります。 

▶ 国、地方公共団体等が非常災害のために必要な応急措置として行う工事 

▶ 工事の施行に付随して行われるものであって、当該工事に使用する土石のたい積又は当該工事で発生 

した土石を当該工事の現場又はその付近に一時的にたい積するもの など 

 

●手続の流れ（埼玉県庁での例） 

① 事前相談  ② 許可申請前  ③ 許可申請・許可 

工事計画・申請書類等について

事前相談 

 土地所有者等全員の同意 

周辺住民への事前周知 

 許可基準への適合 

知事等の許可 

知事等は工事主氏名、盛土等が行われる

土地の所在地等を公表 
 

④ 工事着手  ⑤ 工事完了   

管轄する県環境管理事務所

が窓口となります。 

現場での標識掲出 

定期報告 3 カ月ごと(一定規模以上) 

中間検査(一定規模以上で特定工程を含む場合) 

 完了検査 

安全基準への適合について現地検査 

 

注意 令和７年６月３０日以前に、現に盛土・切土や一次的な土石の堆積など規制対象となる工事を行っている場合は、 

許可は不要ですが、令和７年７月２２日までに工事内容等の届出が必要です。 
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【農地法】 

●許可の対象行為 

田や畑といった農地を農地以外にする、又は、農地を農地以外にするために、又は採草放牧 

地を採草放牧地以外のもの（農地を除く）にするために権利の移動・権利の設定を行う行為 

 

許可申請対象行為 

 許可が必要な場合 許可申請者 許可権者 

第４条 自分の農地を転用する場合 農地所有者 

県知事等 
第５条 事業者が農地を買う又は借りて転用する場合 

売主・買主 
貸主・借主 

 

許可権者について 

転用する
農地面積 

許可権者 対応窓口 

4ha超 埼玉県知事（県農業政策課）及び指定市町村（蓮田市） 市町村農業委員会 

4ha以下 

埼玉県知事（県農林振興センター）、 

権限移譲市町村（さいたま市、川口市、草加市、加須市、深谷

市、久喜市）及び指定市町村（蓮田市） 

市町村農業委員会 

 

●手続の流れ 

【市街化区域以外】（埼玉県庁での例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市街化区域内】 

 

申請手続きの流れ 

【出典：農地転用許可制度について（埼玉県）】 

 

4ha 超 

4ha 以下 
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【砂防法】 

●許可の対象行為 

砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域において行う、以下の一定の行為 

 

 砂防指定地 地すべり防止区域 急傾斜地崩壊危険区域 

対象行為 

・盛土、切り土等の土地

の形状変更 

・土石等の採取又は鉱物

の採掘 

・工作物の新築、改築等 

・立竹木の伐採、伐根 

・地下水に影響を与える

行為 

・盛土、切り土等の土地

の形状変更 

・工作物の新築、改築等 

・盛土、切り土、掘削等 

・工作物の新築、改築等 

・立竹木の伐採 

・土石等の採取、集積等 

関連法令 
埼玉県砂防指定地管理条

例 
地すべり等防止法 

急傾斜地の崩壊による災害

の防止に関する法律 

※上記の行為を行うものは、県知事の許可が必要となり所管の県土整備事務所長に申請し、許可

又は協議を受ける必要がある 

 

 

 

 

 

  



巻末-41 

 

【森林法】 

①林地開発許可制度 

●許可の対象行為 

都道府県知事が定める地域森林計画の対象となる民有林における、土石の採掘や林地

以外への転用などの土地の形質の変更を行う行為のうち、以下に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ以下の規模を超える行為 

・道路の新設又は改築：面積１haかつ幅員３m 

・太陽光発電設備の設置：面積0.5ha  

・その他の開発行為：面積１ha 

 

●手続の流れと許可権者（埼玉県庁での例） 

 

 

【出典：埼玉県ウェブサイト】 
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②保安林制度 

●許可の対象行為 

保安林（国有林は農林水産大臣、民有林は県知事が指定）における以下の行為 

・立木を伐採      知事の許可又は届出が必要 

・土地の形質の変更   知事の許可が必要 

※保安林内に住宅を建てるなど他の用途への転用はできない 

※原則、伐採跡地には植栽しなければならない 

 

●許可・申請先 

 

【出典：埼玉県ウェブサイト】 
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４. 事務連絡・関連条例等 

①流出雨水量の最大値を算定する際に用いる土地利用形態ごとの流出係数を定める告示  

 （平成 16 年５月１４日国土交通省告示第 521 号） 
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②特定都市河川浸水被害対策法条例（令和６年１２月２４日公布施行） 
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③特定都市河川浸水被害対策法施行細則（令和７年３月１４日公布） 
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④デジタル原則を踏まえた特定都市河川浸水被害対策法関係法令の適用に係る解釈の明確化等に

ついて（令和 5 年 12 月 22 日） 
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⑤デジタル原則を踏まえた特定都市河川浸水被害対策法関係法令の適用に係る解釈の明確化等の

補足について（令和 6 年 5 月 28 日） 
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